
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
号

薬
事
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
同
令
附
則
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

薬
事
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

目
次第

一
章

関
係
省
令
の
整
備
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
三
条
―
第
六
条
）

附
則

第
一
章

関
係
省
令
の
整
備

（
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）



二
頁

第
一
条

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
六
十
条
第
二
項
第
四
号
中
「
指
定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
」
を
「
指
定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
等
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
十
二
号
に
掲
げ
る
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
」
の
下
に
「
及
び
同
表
第
七
十
二
号
の

二
に
掲
げ
る
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
（
視
力
補
正
用
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
指
定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
」
を
「
指

定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
等
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
七
十
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
指
定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
」
を
「
指
定
視
力
補
正
用
レ

ン
ズ
等
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
機
械
器
具
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
二

コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
（
視
力
補
正
用
の
も
の
を
除
く
。
）

（
薬
事
法
施
行
規
則
第
九
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
講
習
等
を
行
う
者
の
登
録
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

薬
事
法
施
行
規
則
第
九
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
講
習
等
を
行
う
者
の
登
録
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十

六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
二
の
二
の
項
中
「
指
定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
」
を
「
指
定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
等
」
に
改
め
る
。



三
頁

第
二
章

経
過
措
置

（
特
別
講
習
）

第
三
条

薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
別
表
第
一
機
械
器
具
の
項
第
七
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
機
械
器

具
（
以
下
「
非
視
力
補
正
用
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
」
と
い
う
。
）
の
製
造
業
及
び
製
造
販
売
業
に
関
す
る
講
習
（
以
下
「
非

視
力
補
正
用
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
製
造
販
売
業
等
特
別
講
習
」
と
い
う
。
）
又
は
非
視
力
補
正
用
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
の
販

売
業
及
び
賃
貸
業
に
関
す
る
講
習
（
以
下
「
非
視
力
補
正
用
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
販
売
業
等
特
別
講
習
」
と
い
う
。
）
を
行

お
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
薬
事
法
施
行
規
則
第
九
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
講
習
等
を
行
う
者
の
登
録
等
に

関
す
る
省
令
第
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
並
び
に
別
表
の
一
の
項
及
び
二
の
二
の
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
の
一
の
項

規
則
第
九
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る

薬
事
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施

講
習

行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に



四
頁

関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令

第

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非

視
力
補
正
用
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
製
造
販
売
業

等
特
別
講
習

医
療
機
器
の
製
造
業

医
療
機
器
の
製
造
業
、
製
造
販
売
業
、
販
売
業

及
び
賃
貸
業

五

医
療
現
場
に
お
け
る
製
造
業
者
の
役
割

五

流
通
に
お
け
る
薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三

十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
別
表
第
一
機
械
器

具
の
項
第
七
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
機
械
器

具
（
以
下
「
非
視
力
補
正
用
コ
ン
タ
ク
ト
レ

ン
ズ
」
と
い
う
。
）
の
品
質
確
保

六

医
療
現
場
に
お
け
る
製
造
業
者
、
製
造
販

売
業
者
、
販
売
業
者
及
び
賃
貸
業
者
の
役
割



五
頁

七

販
売
倫
理
と
自
主
規
制

八
時
間

十
時
間

別
表
の
二
の
二
の

規
則
第
百
六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

薬
事
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施

項

る
講
習
（
指
定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
等
関
連
）

行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に

関
す
る
省
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
視

力
補
正
用
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
販
売
業
等
特
別

講
習

三

流
通
に
お
け
る
指
定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ

三

医
療
機
器
の
不
具
合
報
告
制
度

等
の
品
質
確
保

四

流
通
に
お
け
る
非
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
の

四

医
療
現
場
に
お
け
る
販
売
業
者
及
び
賃
貸

品
質
確
保

業
者
の
役
割

五

医
療
現
場
に
お
け
る
販
売
業
者
及
び
賃
貸

五

販
売
倫
理
と
自
主
規
制

業
者
の
役
割

六

販
売
倫
理
と
自
主
規
制



六
頁

六
時
間

七
時
間

（
責
任
技
術
者
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

非
視
力
補
正
用
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
の
み
を
製
造
す
る
製
造
所
の
責
任
技
術
者
に
つ
い
て
の
薬
事
法
施
行
規
則
第
九

十
一
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
日
ま
で
の
間

は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
視
力
補
正
用
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
製
造
販
売
業
等
特
別
講
習
を
修
了
し
た
者
を
、
医
療
機

器
の
製
造
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
と
み
な
す
。

（
品
質
保
証
責
任
者
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

非
視
力
補
正
用
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
の
み
を
製
造
販
売
す
る
製
造
販
売
業
者
に
お
け
る
品
質
保
証
責
任
者
に
つ
い
て

の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
三
十
六
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
四
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
視
力
補
正
用
コ
ン
タ
ク

ト
レ
ン
ズ
製
造
販
売
業
等
特
別
講
習
を
修
了
し
た
者
を
、
品
質
管
理
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し

た
者
と
み
な
す
。



七
頁

（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
特
例
の
適
用
除
外
）

第
六
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
品
質
管
理
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
品

質
保
証
責
任
者
と
し
て
置
い
て
い
る
製
造
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
薬
事
法
施
行
令
第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
第
二
号

及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
失
効
）

第
二
条

第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。


